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令和５年糸島市議会第１回臨時会の議案について 

 

 

※議案 １件 

◇ 補正予算〔１件〕 

令和４年度糸島市一般会計補正予算（第１１号） 

  

 ※報告 ２件 

◇ 議会の委任による専決処分について（市が管理する駐車場内の横断側溝による車両事故の

損害賠償及び和解） 

議会の委任による専決処分について（市が管理する簡易テントの飛来による建物等破損事

故の損害賠償及び和解） 

 

 

 

 

●令和４年度補正予算（１件） 

 

【財政課】 

議案第 １ 号 令和４年度糸島市一般会計補正予算（第１１号） 

※ 今回の補正：9,529 万 9 千円を追加し、予算総額 486 億 829 万円とする。 

 

 

 

●報告（２件） 

 

【ブランド政策課】 

報告第 １ 号 議会の委任による専決処分について（市が管理する駐車場内の横断側溝による

車両事故の損害賠償及び和解） 

※ 市が管理する駐車場内の横断側溝による車両事故の損害賠償及び和解について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により、議会に報

告するもの。 

[事故の概要] 

市が管理する駐車場を相手方の車両が走行中、駐車場内の横断側溝を通過する際、横断側

溝のグレーチングが跳ね上がり相手方の車両の右フロント下廻りと接触した。これにより、

相手方の車両の右フロント下廻りが破損した。 

過失割合 市 １００％ 相手方 ０％  損害賠償額 １９６，２１８円 
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【文化課】 

報告第 ２ 号 議会の委任による専決処分について（市が管理する簡易テントの飛来による建

物等破損事故の損害賠償及び和解） 

※ 市が管理する簡易テントの飛来による建物等破損事故の損害賠償及び和解について、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により、議会

に報告するもの。 

[事故の概要] 

深江石町遺跡埋蔵文化財発掘現場に設置した市が管理する簡易テントが強風により飛び、

相手方が所有する建物の雨樋及び木塀の一部を破損させた。 

過失割合 市 １００％ 相手方 ０％  損害賠償額 １２０，０００円 

 

 

 
 

 


